
 

                

令 和 ２ 年 １ 月 ２ １ 日 

                            

 

要配慮者の「逃げ遅れゼロ」実現に向けた講習会を開催 

～水害・土砂災害発生時 利用者のいのちと安全を守る～ 

 

 

 

 

 

○平成２９年６月に改正された水防法及び土砂災害防止法において、浸水想定区域や土砂災害警

戒区域内における要配慮者利用施設の管理者等は避難確保計画の作成・避難訓練の実施が義務

づけられました。 

○これを踏まえ、天塩川上流域２市５町１村（士別市、名寄市、和寒町、剣淵町、下川町、美深

町、音威子府村、中川町）の施設管理者等を対象とした避難確保計画の作成方法等に関する講

習会を開催します。 

※ 要配慮者利用施設とは、社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する方々が利用す

る施設のことで、市町村の地域防災計画にその名称が定められた施設のことです。 

 

日  時 ：  令和 ２年 １月２８日（火） １３：００～１５：００ （受付１２：３０～） 

場  所 ：  名寄市民文化センター １階多目的ホール 

         （名寄市西１３条南４丁目２番地） 

参加対象者 ：  天塩川上流域２市５町１村（士別市、名寄市、和寒町、剣淵町、下川町、美深

町、音威子府村、中川町）の要配慮者利用施設の管理者等 

主  催 ：  名寄市 

共  催 ：  北海道上川総合振興局、国土交通省北海道開発局旭川開発建設部、旭川地方気象台 

プログラム ： 別途チラシをご参照ください 

 

 

 

 

 

名寄市は、水害や土砂災害発生時の「逃げ遅れゼロ」実現に向け、要配慮者利用施設の所有者

や管理者を対象にした避難確保計画に関する講習会を開催します。 

本講習会は、避難確保計画・避難訓練の必要性や作成ポイント、避難行動等を考える上で必要

となる情報の活用方法などを知っていただき、計画作成や訓練の必要性・重要性を理解すること

を目的に開催するもので、旭川開発建設部も支援しています。 

【問合せ先】  国土交通省 北海道開発局 旭川開発建設部 

治水課 課長     加納 浩生（電話 0166-32-4234） 

課長補佐 森田 共胤（電話 0166-32-4237） 

旭川開発建設部ホームページ https://www.hkd.mlit.go.jp/as/ 

旭川開発建設部公式 Twitterアカウント @mlit_hkd_as 

 

https://www.hkd.mlit.go.jp/as/


【主 催】 名寄市

【共 催】 北海道上川総合振興局

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部

旭川地方気象台

【問合せ先】 名寄市総務部防災担当

TEL：01654-3-2111

FAX：01654-2-5644

E-mail：ny-bosai@city.nayoro.lg.jp

会場

髙橋 清
【現 職】
・北見工業大学地域未来デザイン工学科教授
【略 歴】
・北海道大学大学院工学研究科
土木工学専攻博士後期課程 修了
・東京大学大学院工学研究系研究科
社会基盤工学専攻・助教授
・アジア工科大学院助教授 等を経て
・平成23年度～ 現職に至る
・令和元年 北見工業大学 地域と歩む
防災研究センター 副センター長を併任

令和2年１月28日（火）

日時

13:00～15:00 （受付12:30～）

名寄市民文化センター
１階 多目的ホール

（名寄市西13条南4丁目2番地）

①JR名寄駅から車で10分。

②名士バス「市内まわり徳田線」 8号5丁目下車。西へ徒歩10分。

③名士バス「市内西まわり・市内東まわり」市民文化センター前下車。

アクセス
1．開会

2．開会の挨拶

3．講習会の開催目的について（名寄市）

4．要配慮者利用施設の避難確保計画作成及び避難

訓練の必要性について（北見工業大学 髙橋教授）

5．水害リスクに関する情報について（旭川開発建設部）

6．土砂災害防止法の取り組みについて（北海道）

7．避難行動への気象情報の活用（旭川地方気象台）

8．避難確保計画の作成方法について（名寄市）

9．閉会

た か は し き よ し

教授

講師紹介

駐車場無料

参加
無料

～水害・土砂災害発生時 利用者のいのちと安全を守る～～水害・土砂災害発生時 利用者のいのちと安全を守る～

●平成29年6月に改正された水防法及び土砂災害防止法において、要配慮者利用
施設の所有者又は管理者に対して、利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の
確保を図るため避難確保計画の作成や計画に基づく訓練の実施が義務づけられました。

●将来、起こりうる水害・土砂災害発生時の「逃げ遅れゼロ」実現に向け、速やかに実効性のある
計画を作成する必要があります。

●本講習会により、避難確保計画・避難訓練の必要性や作成ポイント、避難行動等を考える上で
必要となる水害・土砂災害リスクや気象に関する情報の活用方法などを知っていただき、計画作成
や訓練の必要性・重要性を理解する機会となれば幸いです。

参加対象者

プログラム

天塩川上流域 ２市５町１村
(士別市、名寄市、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、音威子府村、中川町)

要配慮者利用施設の管理者等


